
平成 27 年 11 月１日 ちくご市議会だより № 43 12

問　

成
年
後
見
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て

い
る
か
。
国
は
老
人
福
祉
法

改
正
を
行
い
、
後
見
等
の
体

制
整
備
を
求
め
て
い
る
が
。

市
長　

高
齢
者
の
あ
ら
ゆ
る

相
談
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
が
担
っ
て
い
る
。
認
知

症
な
ど
で
判
断
能
力
や
意
思

能
力
が
不
十
分
な
状
態
の
人

へ
の
成
年
後
見
の
支
援
は
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
行

う
。
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
に

負
け
な
い
内
容
で
や
る
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
長

　

大
牟
田
市
や
久
留
米
市
は

成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
を
設
置

し
て
い
る
が
、
筑
後
市
は
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
対

応
し
て
い
る
。
制
度
や
手
続

き
の
説
明
は
も
と
よ
り
、
申

込
書
の
書
き
方
、
必
要
書
類

の
準
備
ま
で
手
伝
い
、
裁
判

所
ま
で
同
行
す
る
こ
と
も
あ

る
。

問　

平
成
25
年
の
民
法
改
正

に
よ
り
結
婚
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
子
ど
も
の
遺
産
相

続
は
平
等
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
所
得
税
法
上
の
寡
婦
控

除
の
取
り
扱
い
は
結
婚
歴
の

あ
る
人
に
し
か
認
め
ら
れ
て

い
な
い
。

　

住
民
税
や
保
育
料
な
ど
公

的
料
金
に
差
が
生
じ
る
こ
と

に
な
る
が
、
市
独
自
で
寡
婦

控
除
の
「
み
な
し
適
用
」
を

行
う
考
え
は
な
い
か
。

市
長　

寡
婦
控
除
は
、
婚
姻

が
要
件
の
一
つ
と
も
な
っ
て

市
立
病
院
は

市
民
の
健
康
増
進
に

寄
与
し
て
い
る
か

問　

市
が
定
め
た
市
立
病
院

の
「
中
期
目
標
」
に
市
民
の

健
康
増
進
を
図
る
た
め
生
活

習
慣
病
の
予
防
、
重
症
化
防

止
に
取
り
組
む
と
あ
る
が
。

市
長　

第
１
期
中
期
目
標
ど

お
り
に
進
ん
で
い
る
と
い
う

評
価
。
各
種
検
診
や
予
防
接

種
の
受
入
れ
を
積
極
的
に
行

い
、
学
校
検
診
や
マ
ラ
ソ
ン

大
会
、
出
前
講
座
、
健
康
講

座
へ
の
職
員
派
遣
な
ど
市
民

の
健
康
増
進
に
役
割
を
果
た

し
て
い
る
。

寡
か

婦控除のみなし適用を
行う考えは

答 国の税制改正の動きを注目していき
　 たい

貝田 義博 議員

成
年
後
見
支
援
は

答  

地
域
包
括
支
援
セ
ン

　 

タ
ー
で
対
応
す
る

松
竹 

卓
生 

議
員

筑後市立病院
（地域医療再生計画で増築した部分）

お
り
、
現
行
制
度
で
は
未
婚

の
ひ
と
り
親
世
帯
は
適
用
に

な
ら
な
い
。

　

国
の
税
制
改
正
の
中
で
検

討
事
項
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
動
き
を
注
目
し

て
い
き
た
い
。

地
域
改
善
対
策
向
け

住
宅
を
一
般
公
募

す
る
考
え
は

問　

旧
同
和
対
策
に
関
わ
る

地
域
改
善
対
策
事
業
と
し
て

建
設
さ
れ
た
市
営
住
宅
が
あ

る
。
入
居
状
況
は
ど
う
か
。

都
市
対
策
課
長　

昭
和
51
年

と
56
年
に
合
計
22
戸
建
設
さ

れ
て
お
り
、
現
在
３
戸
が
空

室
と
な
っ
て
い
る
。

問　

空
室
な
ら
ば
、
一
般
公

募
を
実
施
し
て
希
望
す
る
人

に
入
居
し
て
も
ら
う
よ
う
に

す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

都
市
対
策
課
長　

こ
の
住
宅

は
同
和
対
策
上
の
生
活
改
善

を
目
的
に
し
て
お
り
、
地
区

対
象
に
実
施
し
て
い
る
こ
と

か
ら
一
般
公
募
を
行
う
考
え

は
な
い
。

ひとり親でも寡婦控除のみなし適用を


